
「てご」とは手伝う（支援する）という意味の方言です「てご」とは手伝う（支援する）という意味の方言です

て
ご

浜田市農林業支援センター情報誌

TEGOネットだより浜田 No.152
 2023. 5 月

号

　4月25日、浜田市は「オーガニックビレッ

ジ宣言」を行いました。

　オーガニックビレッジとは、農業者だけ

でなく、地域ぐるみで有機農業の生産から

消費まで一貫して取り組む地域のことで

す。

　浜田市では、高齢化に伴う生産者の減少

や、これに伴う農地や地域の荒廃などの課

題を解決するため、有機農業の産地づくり

を進めています。

　令和 2年度には有機野菜を市の振興作物

として位置づけ、令和 4年度に、みどりの

食料システム推進交付金（国事業）を活用 記者会見の様子

し、有機米や有機露地野菜の栽培実証や有機米

給食を実施し、有機農業の産地化に向けた取組

を進めています。

　このような取組を通じて、豊かな自然や暮ら

しを次世代の子どもたちにつなぐために、温室

効果ガスの削減や地域内エネルギー循環、食育

の推進など、さまざまな課題に地域ぐるみで取

組む「オーガニックビレッジ」を目指します。

記者会見の様子

　
　浜田市の美しい里山の風景は、農業の営みに
よって保たれてきました。そして、豊かな森が
豊かな海を育んできました。
　しかしながら、担い手の急激な減少などによ
り、農業や地域環境の維持は困難なものになり
つつあります。
　浜田市では、有機農業を推進し、自然の豊か
さと経済の豊かさを両立させ、農業や農ある暮
らしを次世代の子どもたちにつないでいきます。
「いかしあうつながり（有機的な関係性）によっ
て、浜田市の大地と海、風土をはぐくみ続ける
まち」を目指し、ここに「オーガニックビレッジ」
を宣言します。
　令和5年4月25日
　　　　　　　　　浜田市長　久保田　章市

浜田市オーガニックビレッジ宣言文

浜田市オーガニックビレッジ宣言浜田市オーガニックビレッジ宣言

　〇企業等と連携した産地づくりの推進

　〇野菜の端材等を利用した有機質堆肥の開発

　〇有機農産物の地産地消の推進

　〇有機給食・食育の推進

　　

浜田市オーガニックビレッジ

実現に向けた主な取組内容



当情報誌は、新規就農者、認定農業者、集落営農組織と関係機関の皆様に配信しています。

ご意見や記事掲載のご希望は下記までご連絡ください。

浜田市農林業支援センター ( 農林振興課 普及支援係 ) 　〒697-8501  島根県浜田市殿町１番地  　

TEL：0855-22-3500　  FAX：0855-22-3477  　E-mail：n-shien＠city.hamada.lg.jp

【お知らせ】集落と地域の個別相談会が開催されます　

　島根県では、今後の地域農業の維持・発展に向けて、集落営農の組織化・法人化や後継者対策を

検討される方に対して個別相談会を行います。相談会では、集落営農の法人化や地域づくりの専門

アドバイザーが、経験や現地事例をもとに相談をお受けします。

　参加ご希望の方は、7 月 10 日（月）までに支援センターまでご連絡ください。

　〇日　時：令和 5年 7月 20 日（木）・21 日（金）　1組織当たり 1～ 2時間程度

　〇場　所：浜田合同庁舎 5階　503 会議室

　〇対象者：①法人化を検討している集落営農組織、中山間地域直払協定組織など

　　　　　 ②これから地域で後継者対策を検討していきたい方等

　〇相談料：無料

【お知らせ】肥料価格高騰対策事業の申請期限について　

肥料価格高騰対策事業（令和 4年度事業）の申請は、5月 31 日（金）で受付終了となります。

締切以降の申請はできませんので、まだ申請がお済みでない方はお早めにご提出ください。

TEL：（0855）22-8812

【お知らせ】農業用廃プラスチックの回収について　

JA しまねいわみ中央地区本部では、次のとおり農業用廃プラスチックの回収を実施します。　　　　　

〇対象（回収できるもの）

肥料・飼料等のポリ袋、農薬空き容器、農業用ポリエチレンフィルム（農ポリ）、
農業用塩化ビニールフィルム（農ビ）、畦畔板（畦畔シート）、育苗箱

〇日時・場所

6 月 14 日（水）8:30 ～ 10:00

6 月 15 日（木）8:30 ～ 10:00

旧 JA 下府支所、旭ライスセンター、弥栄ライスセンター

金城ライスセンター、旧三隅営農経済センター、江津ライスセンター

※上記以外での受付はできません。住所地以外の地区への持ち込みは可能です。

〇料金
回収袋 20 ㎏・排出用ステッカー：1,000 円（税込み）
JA 各支店、各あぐり店でご購入下さい。購入時に持込方法をお知らせします。

〇注意事項

※当日は印鑑が必要ですので必ずご持参ください。
※プラスチックの農薬空容器は洗浄し、空を確認するため底を切断してください。
※ビニールなどは泥をよく落とし、金属などの異物を取り除いてください。
※回収袋には、きちんと分別して入れてください。
　（誤った分別…肥料袋と黒マルチを一緒に入れる。ハウスビニールとマイカー線を一緒に入れる）

〇お問合せ先 JAしまねいわみ中央地区本部経済課　TEL：（0855）22-1128

〇申請期限：令和 5年 5月 31 日（金）　17 時まで

〇申請・お問い合わせ先：

　　浜田市農業再生協議会（浜田市農林業支援センター内）　TEL：（0855）22-3500

　　JA しまねいわみ中央地区本部営農企画課　　　　　　　


